
終身建物賃貸借事業の概要と実績

高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃貸人が、知事の認可を受けた
場合に、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する（相続性を排除）、借家人本人一代限りの借家契約により、
高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度。

１．趣旨

（１）入居者

・高齢者（６０歳以上）であること。

・単身又は同居者が高齢者親族であること（配偶者は60歳未満も可）｡

（２）住宅の基準

・段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えていること

・前払家賃を受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定根拠が
書面で明示され、必要な保全措置が講じられるものである 等

（３）高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住

・同居者は、高齢者の死亡後１月以内の申出により継続居住可能。

（４）解約事由

・家主からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定

・借家人からの解約については、

①療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、
解約申入れ１か月後に契約は終了

②上記以外の理由の場合は、解約申入れ６か月後に契約は終了

（５）その他の借家人に対する配慮

・借家人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により
１年以内の仮入居が可能

9,733戸（うちサ付以外331戸）

193事業者（うちサ付以外９事業者）
（平成28年度末時点）

２．制度の内容 ３．実績

終身建物賃貸借事業の認可実績（戸数）の推移
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終身建物賃貸借事業は、知事の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、終身にわたって住宅を賃貸する事業を行

うことができる制度。平成13年に創設され、これまでの認可実績は、約１万戸（平成28年度末時点）



終身建物賃貸借の活用促進について

２．また、賃借権が相続人に相続されないという点において、賃貸人にとっては、以下のようなメリットが

あり、身寄りのない高齢者等を受け入れるに当たり、セーフティネット住宅での活用が期待される。

①無用な借家契約の長期化を避けることができる
②残置物の処理等を円滑に行うことができる
③相続人への明渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない 等

３．しかしながら、終身建物賃貸借の認可については、以下のような課題が存在。

①必要な申請書類が多く手続きが煩雑であること
②サ高住と同等のバリアフリー基準が求められておりハードルが高い
③そもそも制度が知られていない 等

大家のメリット

課題

終身建物賃貸借の活用を促進し、セーフティネット住宅での活用が可能となるよう、

認可基準等の緩和等を実施

１．終身建物賃貸借は、賃借人の死亡時まで賃貸借が存続するため、賃借人にとっては、住み慣れた

家に死ぬまで居住できるということの他、以下のようなメリットがある。

①賃貸人（認可事業者）からの解約の申入れ事由が限定されている
②１年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能
③死亡した賃借人と同居していた配偶者又は60歳以上の親族は継続居住が可能
④前払金の保全措置がとられている 等

賃借人のメリット



終身建物賃貸借の面積・バリアフリー基準の緩和について

床面積

①床は段差のない構造のものであること。
②住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式

T≧19.5 R／T≦22／21 55≦T＋2R≦65
③共用階段の各部の寸法は、次の各式。

T≧24 55≦T＋2R≦65
④便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
⑤その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

①便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設
けること。
②その他国土交通大臣の定める基準に適合する
こと。

①２５㎡以上であること

②共同利用の場合は１８㎡以上

③ただし、高齢者居住安定確保計画で定める場合にあっては
その規模とすることができる。

①２５㎡以上であること

②同等以上の居住環境が確保される場合は１８㎡以上

③ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分を
高齢者が共同して利用する場合にあっては、国土
交通大臣が定める基準※（９㎡シェアハウス）

① 床は段差のない構造のものであること。
② 廊下の幅は78㎝以上であること。
③ 居室出入口幅は75㎝以上、浴室出入口幅は60㎝以上。
④ 浴室の短辺は130㎝以上、面積は２㎡以上。
⑤ 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式

T≧19.5 R／T≦22／21 55≦T＋2R≦65
⑥ 共用階段の各部の寸法は、次の各式

T≧24 55≦T＋2R≦65
⑦ 便所、浴室及び住戸内階段には、手すりを設けること。
⑧ 階数三以上である共同住宅はエレベーターを設置。
⑨ その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

新築の場合のバリアフリー基準

既存の場合のバリアフリー基準

改正前 改正後

変更なし

① セーフティネット住宅における終身建物賃貸借の活用が促進されるよう、SN住宅と同様に９㎡シェアハウス型についても可能とする。
② 既存住宅の場合は、既にバリアフリー基準の緩和がされているが、更に緩和し手すりの設置のみで足りることとする。
③ 高齢者居住安定確保計画による強化又は緩和可能な対象は床面積だけであったが、設備・バリアフリー基準も強化又は緩和可能とする。
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※・住宅全体の面積は、15㎡×入居者の定員＋10㎡以上。
・専用居室の入居者は１人。
・専用居室の面積は、９㎡以上（造り付けの収納の面積を含む。）。
・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー
室、洗濯室又は洗濯場を設ける。

・便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね５人につき１箇
所の割合で設ける。



終身建物賃貸借の申請に係る添付書類の緩和について

添付書類 改正前 改正後

①賃貸住宅の位置を表示した付近見取図

②縮尺、方位、賃貸住宅の位置等を表示した配置図

③縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図

④賃貸住宅の整備をしようとする場合は、土地の地上権等
を有することを証する書類

⑤賃貸住宅を有する場合は、次に掲げる書類
・賃貸住宅を有する者であることを証する書類
・土地の地上権等を有することを証する書類

⑥賃貸住宅の賃借権等を有する場合は、次に掲げる書類
・賃借権等を有する者であることを証する書類

・賃貸住宅を有する者が土地の地上権等を有することを証
する書類

・賃貸住宅において終身建物賃貸借を行うことについて賃
貸住宅を有する者が承諾したことを証する書類

⑦申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款

⑧整備する場合にあっては、工事完了前に、敷金を受領せ

ず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部
を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面

削除

削除

①縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図
（新築の場合）
賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
（既存の場合）

削除

削除

削除

削除

②整備する場合にあっては、工事完了前に、敷金を受領せ
ず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一
部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面

③ その他都道府県知事が必要と認める書類

その他、終身建物賃貸借の認可申請の様式については、セーフティネット住宅の登録申請様式と可能な限り
統一することにより、両者を併せて申請することを容易とする。


